
フィッシング情報はＩＨＣへ通報！

https://www.internethotline.jp

ＩＨＣ（インターネットホットラインセンター）は、インターネット利
用者から違法有害情報の通報を受理し、ガイドラインに基づい
て警察に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措
置（削除等）を依頼する機関です。

通報の流れ

フィッシングメールを受信
IHCのホームページにアクセス

必須項目を入力して送信する

フィッシングとは

本人かどうか確認が取れない
取引がありましたので停止し
ました。
確認してください。
http:// xyz-bank.com

From：XYZ銀行
件名 ：【重要】取引停止のお
知らせ

第三者からの不正なアク
セスを検知しました。
確認してください。
http://xyz-card.com

From：XYZカード
件名 ：【緊急】不正アクセスを
検知しました

050xxxxxxx

お荷物のお届けがありま
したが、不在の為持ち帰
りました。
http://xxx.com

取引の停止 不正アクセス 不在持ち帰り

実在する組織をかたり、ログインID・パスワード・口座番号・
暗証番号・クレジットカード番号などの情報を盗みとることです。

メールに添付のURLの通報にご協力お願いします！
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